
(証券コード3766 )
2021年６月４日

株  主  各  位
東 京 都 杉 並 区 和 泉 一 丁 目 2 2 番 1 9 号
シ ス テ ム ズ ・ デ ザ イ ン 株 式 会 社

代表取締役社長 隈 元 　 裕
第55期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第55期定時株主総会を下記のとおり開催いたします。
　近時、新型コロナウイルス感染リスク軽減に向けて、さまざまな対策が講じられておりますが、本
総会につきましては適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催いたしますことをご通知申
しあげます。
　株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、ご来場をお
控えいただき、書面による事前の議決権行使をご検討いただきますようお願い申しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示いただき、2021年６月21日（月曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください
ますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年６月22日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

ハイアット リージェンシー 東京　地下１階『白鳳』の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
　　本年も新型コロナウイルス感染拡大防止のため座席の間隔を広げることか

ら、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来
場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろ
しくお願い申しあげます。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第55期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算

書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第55期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
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４．招集にあたっての決定事項
（１）　議決権行使書面において、各議案に賛否の意思表示がない場合は、賛成の意思表示をさ

れたものとして取り扱わせていただきます。
（２）　議決権行使書面を重複して行使された場合は、最後に到達したものを有効なものとして

取り扱わせていただきます。
以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、
資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

◎本招集ご通知に際し提供すべき書面のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記
表につきましては、法令及び当社定款の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.sdcj.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には掲載しており
ません。従いまして、本招集ご通知提供書面は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報
告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（https://www.sdcj.co.jp）に掲載させていただきます。

 ◎株主総会におけるご出席の株主様へのお土産のご用意はございませんので、何卒ご理解賜ります
　 ようお願い申し上げます。

1．新型コロナウイルス感染症の予防策として、運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のう
え、マスク着用で対応をさせていただきます。

2．新型コロナウイルスの感染リスク軽減のため、株主総会へのご来場を検討されている株主様に
おかれましては、株主総会開催日時点での感染流行状況やご自身の体調をお確かめの上、マス
クの持参・着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申しあげま
す。

3．新型コロナウイルス感染状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合があった場
合には、インターネット上の当社のウェブサイト（https://www.sdcj.co.jp）に掲載させて
いただきます。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金処分の件
　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本
としながら、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり当事業年度
の期末配当をいたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
①　配当財産の種類

　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式　１株につき13円
　配当総額　　　 44,262,595円

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2021年６月23日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては社外取締
役２名を含む取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

ふ
氏

 
　

り
　

 
　

が
　

 
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１
く ま

隈
も と

元
 

　
ひろし

裕
(1967年12月16日)

1993年４ 月 日本電気㈱入社

35,000株

2000年10月 当社入社
2005年４ 月 当社営業本部部長
2006年４ 月 当社経営企画本部部長
2007年４ 月 当社営業本部長
2007年６ 月 当社取締役
2010年４ 月 当社取締役システム事業部長
2011年６ 月 当社常務取締役システム事業部長
2013年６ 月 代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）
ピー・シー・エー㈱社外取締役
シェアードシステム㈱取締役相談役
㈱アイカム取締役相談役
㈱フォー取締役会長
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候補者
番号

ふ
氏

 
　

り
　

 
　

が
　

 
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

２
ま つ

松
ざ き

崎
 

　
よ し

吉
ひ ろ

宏
(1961年３月21日)

1983年４ 月 当社入社

2,200株

2000年３ 月 当社システム事業本部開発部長
2001年４ 月 当社システム事業本部開発一部長
2004年１ 月 当社システム事業本部ビジネスソリューション事業部長
2006年 ４月 当社システム事業本部統括部長

兼　ビジネスソリューション事業部長
2007年 ４月 当社システム事業本部統括部長
2008年 ４月 当社システム事業本部副本部長　兼　ＢＳ部長
2010年 ４月 当社システム事業部ＢＳ部長
2011年 ４月 当社システム事業部ＳＩ２部長
2012年 ４月 当社管理部経営企画部長
2013年 ４月 当社管理部長
2016年 ４月 当社管理本部長
2019年 ４月 当社新規事業開発室長
2019年 ６月 当社取締役新規事業開発室長
2019年 ９月 当社取締役第２システム事業部長

兼　新規事業開発室長
2020年 １月 当社取締役新規事業開発室長
2020
2021

年
年

４
４

月
月

当社取締役東日本システム営業本部長
当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
シェアードシステム㈱代表取締役会長

３
よ し

吉
み ね

峯
 

　
ひ で

英
あ き

彰
(1960年10月12日)

1984年４ 月 日本ユニバック㈱（現日本ユニシス㈱）入社

3,000株

2006年４ 月 ㈱アイ・ティ・フロンティア（現日本タタ・コン
サルタンシー・サービシズ㈱）入社

2017年11月 当社入社
2018年４ 月 当社アウトソーシング事業部長
2019
2021

年
年

６
4

月
月

当社取締役アウトソーシング事業部長
当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
㈱アイカム代表取締役会長
㈱フォー取締役
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候補者
番号

ふ
氏

 
　

り
　

 
　

が
　

 
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

※４
は

長
せ

谷
 

　
け ん

賢
い ち

一
(1963年９月27日)

1987年４ 月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行

3,000株

2000年４ 月 第一勧業証券㈱（現みずほ証券㈱）出向
2007年４ 月 同社グローバル投資銀行部門コーポレートオフィサー
2008年 ６月 同社資本市場グループコーポレートファイナンス部長
2014年 ７月 同社資本市場グループシニアエグゼクティブ
2015

2018

年

年

７

９

月

月

みずほキャピタルパートナーズ㈱（現МＣＰパー
トナーズ㈱）出向　等を経て
当社出向

2019年４ 月 当社入社　管理本部長（現任）

（重要な兼職の状況）
㈱アイカム監査役

５
はたけ

畠
や ま

山
 

　
み ち

道
こ

子
(1951年６月13日)

1975年４ 月 社団法人海外コンサルティング企業協会（現一般
社団法人海外コンサルタンツ協会）入職

5,000株
2002年１ 月 ㈱日本開発サービス入社
2010年10月 ㈱日本開発政策研究所入社
2015年６ 月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
なし

６
か じ

梶
も と

本
 

　
し げ

繁
ま さ

昌
(1959年11月17日)

1980年10月 日本システムサービス㈱（現㈱シーエーシー）入社

－株

1982年 １月 日本コンピュータ開発㈱（現㈱アイネット）入社
2000年 ６月 同社取締役
2002年 ６月 同社常務取締役
2003年 ６月 同社専務取締役
2006年 ６月 同社取締役副社長
2008年 ４月 同社代表取締役社長
2018年 ６月 同社取締役相談役
2019年 ６月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
アイビーシー㈱　社外取締役
沼尻産業㈱　社外取締役
楽天銀行㈱　社外監査役
㈱Pro-SPIRE　社外取締役
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(注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．取締役候補者隈元裕氏は、ピー・シー・エー株式会社の社外取締役を兼務しており、当社は同社との

間に同社製品の開発・組立や電話による顧客サポート等の取引関係があります。また、シェアードシス
テム株式会社の取締役相談役を兼務しており、当社は同社との間にシステム開発事業の取引関係があり
ます。さらに、同氏は、株式会社アイカムの取締役相談役を兼務しており、当社は同社との間にアウト
ソーシング事業等の取引関係があります。次に、同氏は、株式会社フォーの取締役会長を兼務してお
り、当社は同社との間にアウトソーシング事業等の取引関係があります。なお、当社の主要株主である
株式会社Ｋａｗａｓｈｉｍａ（当社株式に対する持株比率36.8％）の株主であります。

３．取締役候補者松崎吉宏氏は、シェアードシステム株式会社の代表取締役会長を兼務しており、当社は
同社との間にシステム開発事業等の取引関係があります。

４．取締役候補者吉峯英彰氏は、株式会社アイカムの代表取締役会長を兼務しており、当社は同社との間
にアウトソーシング事業等の取引関係があります。また、同氏は、株式会社フォーの取締役を兼務して
おり、当社は同社との間にアウトソーシング事業等の取引関係があります。

５．取締役候補者長谷賢一氏は、株式会社アイカムの監査役を兼務しており、当社は同社との間にアウト
ソーシング事業等の取引関係があります。

６．取締役候補者畠山道子氏は、社外取締役候補者であります。社外候補者とした理由は、直接会社の経
営に関与された経験はありませんが、途上国向け開発支援業務に長年携わり、豊富な経験と知識を有し
ており、その見識を活かして、当社の経営に関して有益な意見を頂くことを期待したためであり、社外
取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。当社と同氏との間には特別の利
害関係はありません。

７．取締役候補者梶本繁昌氏は、社外取締役候補者であります。社外候補者とした理由は、会社経営に長
年関わっており、豊富な経験と知識を有しており、その見識を活かして、当社の経営に関して有益な意
見を頂くことを期待したためであり、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いた
します。当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。

８．畠山道子氏及び梶本繁昌氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間
は、本株主総会終結の時をもって、畠山道子氏は６年、梶本繁昌氏は２年となります。

９．当社は、畠山道子氏及び梶本繁昌氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第1
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同
法第425条第１項に定める額としており、再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定でありま
す。

10．当社は、畠山道子氏及び梶本繁昌氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、
同氏の選任が承認された場合には引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定です。

11．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告21頁に記載のとおりです。候補者が取締役に選任され
就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。
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第３号議案　監査役１名選任の件
　本総会終結の時をもって、監査役鈴木克明氏が任期満了となります。つきましては、新たに監
査役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
ふ
氏

 
　

り
　

 
　

が
　

 
　

な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

おか
岡

もと
本

よし
芳

あき
明

(1955年１月30日)

1977年 ４月 近鉄航空貨物㈱（現㈱近鉄エクスプレス）入社

22,500株

1982年11月 当社入社
1996年11月 当社大阪営業所長
1999年 ４月 当社取締役
2000年 ２月 当社代表取締役副社長
2000年10月 当社常務取締役システム事業本部長
2002年10月 当社常務取締役大阪支社長
2005年 ５月 当社常務取締役システム事業本部長
2008年12月 当社取締役システム事業本部長
2010年 ４月 当社取締役経営企画部長
2012年 ４月 当社取締役管理部長
2013年 ４月 当社取締役
2020年 ６月 当社常務取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
なし

（注）１．上記の候補者は、新任の監査役候補者であります。
２．上記の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．岡本芳明氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額といたします。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告21頁に記載のとおりです。候補者が監査役に選任され
就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　2020年６月23日開催の第54期定時株主総会において補欠監査役に選任された片山雅也氏の
選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠くこ
とになる場合に備え、改めて補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
ふ
氏

 
　

り
　

 
　

が
　

 
　

な
名

（生 年 月 日） 略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社
の 株 式 数

かた
片

やま
山

 
　

まさ
雅

や
也

(1977年８月２日)

2005年 ４月 司法研修所入所

－株

2006年10月 弁護士登録
ＡＺＸ総合法律事務所入所

2008年10月 松岡・浅田法律事務所入所
2009年 １月 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ（現弁護士法

人ALG＆Associates）入所
2013年11月 株式会社アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役就

任（現任）
2013年12月 株式会社アヴァンセ・ホールディングス取締役就任（現

任）
2014年１ 月 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ（現弁護士法

人ALG＆Associates）代表社員就任（現任）
2014年３ 月 行政書士法人アヴァンセリーガルグループ（行政書士

法人ALG＆Associatesに名称変更の後、2019年３月
解散）社員就任

2014年 ４月 株式会社アヴァンセ・トラシード代表取締役就任（現
任）

2014年10月 株式会社アヴァンセドットコム（現株式会社プラスス
テージ）取締役就任（現任）

2015年３ 月 株式会社桧家ホールディングス（現株式会社ヒノキヤ
グループ）社外取締役就任（現任）

2015年 ８月 税理士法人アヴァンセリーガルグループ（現税理士法
人ALG＆Associates）代表社員就任（現任）

（注）１．片山雅也氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
２．片山雅也氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士として培われた高度な専門的知識を当社

の監査体制に反映していただくことを期待したためであります。なお、同氏は、上記の理由により、
社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

－ 9 －



３．本議案が承認され監査役に就任することとなった場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額といたします。

４．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告21頁に記載のとおりです。候補者が監査役に就任した
場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

５．片山雅也氏が代表を務める弁護士法人ALG＆Associatesと当社とは顧問契約関係があります。
以上
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（ 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで）

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
イ)　営業の状況
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、個人消費
の落ち込みや企業収益の悪化もあり、依然として厳しい状況で推移いたしました。政府による
各種政策の効果や海外経済の改善もあり、一部指標に持ち直しの動きがみられるものの、緊急
事態宣言の発出など経済活動が制限されることで、経済環境は不透明感が強まる状況となって
おります。
　当社グループの属する情報サービス分野においては、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、企業のテレワーク環境の整備やデジタル化への取り組み強化が進んでおり、ニューノーマ
ル時代への対応に向けたIT投資は堅調に推移しているものの、一方で、経済活動の制限から企
業収益の悪化した顧客企業のIT投資が抑制されることが懸念されます。
　このような状況の下、当社グループでは、継続案件や新規案件の受注確保、低採算案件の収
益性の改善、人材育成及び採用活動への投資などに注力してまいりました。また、事業の選択
と集中のもと進めてまいりました開発支援ツールを活用した開発業務や、新技術・新サービス
として取り組んでおります「テレワーク環境導入支援サービス」についても好調に推移いたし
ました。
　なお、当社グループでは、新型コロナウイルス感染予防ガイドラインに沿った対策を講じて
おり、感染防止と事業継続体制の維持のため、従業員の在宅勤務や時差出勤等を継続して推進
しております。
　この結果、当連結会計年度における売上高は7,967,839千円（前期比4.6％減）となり、営
業利益は212,449千円（前期は△276,799千円の営業損失）、経常利益は241,449千円（前
期は△265,414千円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純利益は167,635千円（前期
は△273,910千円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
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　システム開発事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、想定していた
受注の延期もございましたが、一方で開発支援ツールを活用した開発業務が好調に推移しまし
た。また、外注費用の抑制に加え、レビュー体制を強化し品質管理を徹底したことによる収益
性の改善の成果もあがっております。顧客企業の投資抑制による影響を受けていた子会社の
業績も、改善の方向に向かっております。
　この結果、当連結会計年度における売上高は4,128,869千円（前期比5.5％減）、営業利益
は109,608千円（前期は△274,236千円の営業損失）となりました。
　アウトソーシング事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、想定に比
べ受注の落ち込みがございましたが、低採算案件の契約条件の見直しやコスト構造の改善に着
手した結果、BPOサービスやコンタクトセンターサービスを中心に利益が改善いたしました。
また、前期業績が低迷した子会社アイカムも業務改善が進み、業績は回復いたしました。一方
で子会社フォーは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少いたしました。
　この結果、当連結会計年度における売上高は3,838,969千円（前期比3.6％減）、営業利益
は102,841千円（前期は△2,562千円の営業損失）となりました。

ロ)　事業別売上高
事 業 区 分 売 上 高 （ 千 円 ） 構 成 比 （ ％ ） 前 期 比 （ ％ ）

シ ス テ ム 開 発 事 業 4,128,869 51.8 94.5
ア ウ ト ソ ー シ ン グ 事 業 3,838,969 48.2 96.4
合 計 7,967,839 100.0 95.4

②　設備投資の状況
　当連結会計年度において実施しました設備投資等は総額16,306千円であり、その主なもの
は次のとおりです。
当連結会計年度中に完成した主要設備

システムズ・デザイン株式会社
株式会社アイカム

建物附属設備他
リース資産他

1,944千円
10,860千円

システム開発事業
アウトソーシング事業

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。
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④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 52 期
（2018年３月期）

第 53 期
（2019年３月期）

第 54 期
（2020年３月期）

第 55 期
（当連結会計年度）
（2021年３月期）

売 上 高(千円) 8,295,163 9,084,205 8,350,606 7,967,839
経常利益又は　　　　
経常損失（△） (千円) 239,441 51,175 △265,414 241,449
親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社
株主に帰属する当期純
損失（△）

(千円) 134,935 105,421 △273,910 167,635

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損 失 （ △ ）

(円) 38.59 30.15 △78.96 49.23

総 資 産(千円) 5,858,331 5,910,462 5,075,000 5,356,277

純 資 産(千円) 3,872,169 3,913,956 3,528,393 3,664,641

１株当たり純資産額 (円) 1,107.40 1,119.39 1,036.30 1,076.31

（注）１．１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。
２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しており

ます。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

シェアードシステム株式会社 10百万円 100％ シ ス テ ム 開 発 業 務

株 式 会 社 ア イ カ ム 10百万円 100％ コ ン タ ク ト セ ン タ ー 業 務

株 式 会 社 フ ォ ー 10百万円 100％ ＩＤ／ＩＣカード発行業務

（注）当事業年度末日において特定完全子会社はありません。
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⑷　対処すべき課題
　少子高齢化による労働人口の減少に加えて、DX（デジタルトランスフォーメーション）による
社会変革が今後より一層進んでいくことが予想される中、ＩＴ人材等の技術者不足、その中でも
専門技術を有する高度ＩＴ人材の確保が急務となっております。
　また、企業が持続的な成長を続けていくためには、市場の変化や顧客企業の動向を捉え、株主
の皆様のご期待にも応えられるよう収益力を高めていくとともに、上場企業として高い信頼を得
るべく、コンプライアンスの徹底やコーポレートガバナンスの強化に努める必要があります。さ
らには、社会的課題である働き方改革にもより一層取り組むことにより、社員が働きがいを高め
て業務に従事できるような環境作りも課題となっております。

　このような事業環境、課題認識を踏まえ、当社グループは、持続的・安定的な収益基盤の確立
を図るとともに、今後のあるべき姿を見据えて、第55期より、第7次中期経営計画を遂行してお
ります。
　「足元を固め、お客様より一歩先へ」を基本メッセージに、「高収益基盤を確立する」、「社
員の働きがいを高める」を２つのビジョンとして定め、以下の５つの基本方針に基づき、各種施
策に取り組んでおります。

①事業の選択と集中を進める
　市場動向や競合会社、顧客企業ニーズの調査・分析を行い、今後も成長が見込まれる分野や新
規事業分野の顧客企業や事業・サービスを選定、当社グループの強みや収益面も考慮し、不採算
案件・ビジネスの極小化や、高収益案件・ビジネスへのシフトなど選択と集中を進めております。
　また、グループ会社やビジネスパートナー各社との相互連携や情報共有をより一層強化し、グ
ループ間の営業連携や共同開発などを拡大、ビジネスパートナーのサービスを活かした営業活動
や事業展開などを推進しております。

②新しい価値を提案する
　昨今のAIやIoTといったデジタル技術の革新を受け、顧客企業においては、従来の業務効率化
を目的としたIT投資のみならず、これらを活用した事業競争力の強化や、事業モデルの変革を目
指した攻めのIT投資需要が拡大基調にあります。
　当社においても、「DX推進室」を設置し、デジタル技術を活用し、社内外に対して革新的な価
値を創出することを目指しております。
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③コンプライアンスを徹底する
　当社グループでは、コンプライアンス違反を発生させない体制整備をより一層強化し、コンプ
ライアンスに違反するリスクがないかの再点検と不正ができない仕組み作りに継続して取り組む
とともに、コンプライアンス意識の維持・向上のための教育を、継続的に実施しております。ま
た、縦連携、横連携による双方向コミュニケーションを促進し、内部統制を強化しております。

④人材を育成・確保する
　若手人材に対しては、新たな経験を積ませ、仕事を通して自己実現を図り、より高い成果を出
せる人材とするための教育やローテーションを実施し、中堅人材に対しては、プロジェクトマネ
ジメント力を高めるOJT教育に注力するとともに、より得意な分野を活かすための教育やロー
テーションを組織横断的に実施することで、多様な人財が活躍できるよう社員の育成をして
まいります。またDX人材についても、デジタル技術やビジネススキルを身に着ける取り組
みや、DXリテラシー教育などの実施により、育成してまいります。
　これに加え、採用活動も積極的に実施し、日本人、外国人など国籍に関係なく、高度な技術力
やマネジメント能力を持っている人財を引き続き確保してまいります。

⑤働きがいのある環境を作る
　社会的課題である少子高齢化対策、長時間労働の是正、ダイバーシティ推進にも繋がる「働き
方改革」により一層取り組み、働きやすい職場環境作りを進めるとともに、外国人、女性、障が
い者、シニアを含むあらゆる人が働きがいを感じ、活躍できる環境作りを推進しております。
　また、より働きがいのある誇りの持てる企業グループを目指していくうえでも、世界的に国際
目標として推進されているSDGs等への取り組みも行い、社会課題の解決に繋がるソリューシ
ョン開発を推進することなども含め、当社グループ全体として持続的成長が可能な社会の実現に
向けて積極的に取り組んでまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し
あげます。
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⑸　主要な事業内容（2021年３月31日現在）
　当社グループは、総合情報サービス会社として下記の事業を営んでおります。
①　システム開発事業

　企業向けの情報システムの企画、開発から運用までをトータル的にサポートするＳＩサービ
スを提供しています。

②　アウトソーシング事業
　コンタクトセンター、データエントリーを中軸として、業務のアウトソーシングを行うＢＰ
ＯサービスやＩＤ／ＩＣカード発行ソリューションサービスを提供しています。

⑹　主要な営業所及び工場（2021年３月31日現在）
①　当社の主要な営業所

本 社 東京都杉並区
大 阪 支 社 大阪府大阪市北区
エ ン ト リ ー セ ン タ ー 東京都八王子市
成 増 事 業 所 東京都板橋区
横 浜 事 業 所 神奈川県横浜市西区
山 梨 事 業 所 山梨県甲斐市
山 梨 竜 王 セ ン タ ー 山梨県甲斐市

②　子会社
シ ェ ア ー ド シ ス テ ム 株 式 会 社 東京都豊島区
株 式 会 社 ア イ カ ム 東京都文京区
株 式 会 社 フ ォ ー 東京都調布市

－ 17 －



⑺　使用人の状況（2021年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
シ ス テ ム 開 発 事 業 297（35）名 8（△6）名
ア ウ ト ソ ー シ ン グ 事 業 129（632）名 4（△34）名
全 社 （ 共 通 ） 77（18）名 5（△2）名

合　　計 503（685）名 17（△42）名
（注）　使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
      す。また、全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属し
      ているものであります。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

368（399）名 16（△59）名 40.3歳 10.0年
（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しており

ます。
２．使用人数のパート及び嘱託社員が前事業年度末と比べて59名減少しておりますが、その主な理由は、

アウトソーシング事業の一部業務が縮小したことによるものであります。

⑻　主要な借入先の状況（2021年３月31日現在）
　　該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（2021年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 15,760,000株
②　発行済株式の総数 3,940,000株
③　株主数 1,422名
④　大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 Ｋ ａ ｗ ａ ｓ ｈ ｉ ｍ ａ 1,253千株 36.8％
光 通 信 株 式 会 社 216 6.4
水 元 公 仁 103 3.0
シ ス テ ム ズ ・ デ ザ イ ン 社 員 持 株 会 98 2.9
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 80 2.3
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 61 1.8
山 下 良 久 59 1.8
金 田 真 吾 57 1.7
川 村 洋 子 56 1.7
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 56 1.7

（注）１．当社は、自己株式を535,185株所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤　その他株式に関する重要な事項
　　　イ)自己株式の消却
　　　　 2021年５月13日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を消却いたしました。
　　　　 消却した株式の種類及び数　　普通株式　440千株
　　　　 消却した日　　　　　　　　　2021年５月31日

⑵　新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2021年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 隈 元 　 裕
ピー・シー・エー株式会社社外取締役
シェアードシステム株式会社取締役相談役
株式会社アイカム取締役相談役
株式会社フォー取締役会長

常 務 取 締 役 岡 本 芳 明 管理業務担当

取 締 役 松 崎 吉 宏
システム開発事業担当
東日本システム営業本部長
シェアードシステム株式会社代表取締役会長

取 締 役 吉 峯 英 彰
アウトソーシング事業担当
アウトソーシング事業部長
株式会社アイカム代表取締役会長
株式会社フォー取締役

取 締 役 畠 山 道 子

取 締 役 梶 本 繁 昌
アイビーシー株式会社社外取締役
沼尻産業株式会社社外取締役
楽天銀行株式会社社外監査役
株式会社Pro-SPIRE社外取締役

常 勤 監 査 役 鈴 木 克 明

監 査 役 深 澤 公 人
深澤会計事務所所長
ピー・シー・エー株式会社社外監査役
学校法人サンテクノカレッジ監事

監 査 役 大 久 保 映 貴 ＴＨ総合法律事務所アソシエイト

（注）１．取締役畠山道子氏及び取締役梶本繁昌氏は、社外取締役であります。
　　　２．監査役深澤公人氏及び監査役大久保映貴氏は、社外監査役であります。
　　　３．2020年６月23日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって、監査役下島正氏は任期満了により退

任しました。
　　　４．2020年６月23日開催の第54期定時株主総会において、新たに大久保映貴氏が監査役に選任され就任

しました。
　　　５．当事業年度中および事業年度末日後の取締役の地位、担当及び重要な兼職の異動は、次のとおりです。
　　　　(1)取締役岡本芳明氏の地位、担当及び重要な兼職を以下のように変更しております。
　　　　　・2020年６月23日付で常務取締役に就任しております。
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　　　　(2)取締役松崎吉宏氏の地位、担当及び重要な兼職を以下のように変更しております。
　　　　　・2021年４月１日付で東日本システム営業本部長から外れております。
　　　　(3)取締役吉峯英彰氏の地位、担当及び重要な兼職を以下のように変更しております。
　　　　　・2021年４月１日付でアウトソーシング事業部長から外れております。
　　　６．監査役深澤公人氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

ります。
　　　７．当社は、取締役畠山道子氏、取締役梶本繁昌氏、監査役深澤公人氏、監査役大久保映貴氏を東京証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　　②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　　当社は、取締役及び監査役全員を被保険者として、保険会社との間で会社法第430条の３第
　１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しておりま
　す。
　　当該保険契約では、当社が負う有価証券損害保険費用、訴訟費用、不祥事が生じた際の調査
　費用等の補償に加え、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償
　請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償費用、訴訟費用等を補填するものでありま
　す。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での１年毎の更新を予定しております。
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④　取締役及び監査役の報酬等
イ)当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額
取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

6名
(2名)

82,986千円
(6,000千円)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

4名
(3名)

12,000千円
(4,800千円)

合 計
（ う  ち  社  外  役  員 ）

10名
(5名)

94,986千円
(10,800千円)

（注）１．上記には、2020年６月23日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役１名
を含んでおります。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役及び監査役の報酬限度額は、2006年６月27日開催の第40期定時株主総会において、取締役

については年額150,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査役については年額
40,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名（うち、
社外取締役２名）、監査役の員数は３名になります。

４．上記の報酬等の額には、以下のものも含まれております。
　　　　　　⑴当事業年度における役員退職慰労金引当金の繰入額

取締役　４名 1,070千円
　　　　　　⑵当事業年度における株式報酬引当金の繰入額

取締役　４名（社外を除く） 5,953千円
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⑤　社外役員に関する事項
イ)他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役梶本繁昌正氏は、アイビーシー株式会社社外取締役、沼尻産業株式会社社外取締役、

楽天銀行株式会社社外監査役及び株式会社Pro-SPIRE社外取締役であります。当社はアイ
ビーシー株式会社、沼尻産業株式会社、楽天銀行株式会社及び株式会社Pro-SPIREとの間に
は特別の利害関係はありません。

・監査役深澤公人氏は、深澤会計事務所所長、学校法人サンテクノカレッジ監事及びピー・シ
ー・エー株式会社社外監査役であります。当社は深澤会計事務所及び学校法人サンテクノカ
レッジとの間には特別の利害関係はありません。当社はピー・シー・エー株式会社との間に
製品の開発・組立や電話による顧客サポート等の取引関係があります。

・監査役大久保映貴氏は、ＴＨ総合法律事務所アソシエイト弁護士であります。当社は、ＴＨ
総合法律事務所との間には特別の利害関係はありません。

ロ)当事業年度における主な活動状況
出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 　 畠 山 　 道 子
当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。経営か
ら独立した客観的・中立的な立場から適宜発言を行っており、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取 締 役 　 梶 本 　 繁 昌
当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。経営か
ら独立した客観的・中立的な立場から適宜発言を行っており、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

監 査 役 　 深 澤 　 公 人

当事業年度に開催された取締役会16回の全てに、また、監査役会12回のう
ち10回に出席いたしました。税理士としての専門的見地から意見を述べる
など、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を
果たしております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内
部監査について適宜、必要な発言を行っております。

監 査 役 　 大 久 保 　 映 貴

2020年６月23日就任以降に開催された取締役会13回の全てに、また、監査
役会10回の全てに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から意見
を述べるなど、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための適切な役割を果たしております。また、監査役会において、
当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っており
ます。
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⑷　会計監査人の状況
①　名称　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額
報酬等の額

　イ．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 34百万円

　ロ．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 34百万円

　（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査
人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　　２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意
の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容
　当社は、有限責任 あずさ監査法人に対し、収益認識に関する会計基準の適用に向けた指導・
助言業務に係る報酬等として、2,140千円を支払っております。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監
査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人有限責任あずさ監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としておりま
す。
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⑸　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社の業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システム）の整備方針については、
次のとおり取締役会で決議しております。
　当社は、内部統制システムの目的を「業務の有効性、効率性の確保」「財務報告の信頼性確保」
「法規則と内部規程の遵守」「会社資産の保全」であると認識し、不断の見直しによって内部統
制の一層の強化、改善を図っております。
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。
①　当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、企業としての社会的信頼に応え、当社の企業倫理及び法令遵守の基本姿勢を明確に
すべく、「企業行動基準」及び「コンプライアンス基本方針」を定め、その実践の為に、「コ
ンプライアンス規程」を作成し、その徹底を図る。
　当社役員及び使用人はこれらを率先垂範して実践する。
　また、コンプライアンス体制の維持、向上を図るため、研修などを通じて指導教育を実施し、
その徹底を図る。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社の取締役の職務執行に係る文書その他の情報につき、当社「文書管理規程」及び「個人
情報保護規程」、「情報システム運用管理規程」に従い適切に保存及び管理（廃棄を含む。）
の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。

③　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ)当社のリスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定める。
ロ)発生が予想されるリスクの項目について同規程に明示し、各部門責任者が担当業務のリス

ク管理を行う。
ハ)リスクが生じた場合、「リスク管理規程」に基づき、その重要度に応じて代表取締役社長

を委員長とする総合リスク対策委員会を設置し、顧問弁護士等を含むアドバイザーチーム
を組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ)当社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取

締役会を毎月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。
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ロ)当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については事前に経営企画会議において検討
し、その審議を経て意思決定を行うものとする。

ハ)当社の取締役会の決定に基づく職務執行については、組織権限規程に基づく業務分掌、職
務権限等の社内規程を整備し、各役職者の権限と責任の明確化を図り、適正、かつ効率的
な職務の執行が行われる体制を構築する。

⑤　当社並びに子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という）における業務の適正
を確保するための体制

イ)当社は「関係会社管理規程」に基づき子会社に対して自主性を尊重しつつ、透明性のある
適切な経営管理を行うとともに、内部統制に関する情報の共有化、指示・要請の伝達等が
効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。当社グループにおける重要事項に関し
定期的な状況の把握により、適切に管理する。

ロ)当社の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき当社及びグループ各社の内部監査を実施
し、コンプライアンスに関する取り組み及び内部統制に関して状況の把握と改善策の指導、
助言を行う。

ハ)当社は「リスク管理規程」に基づき、当社グループにおけるコンプライアンス違反リスク
を含むリスク対策として、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステ
ムを含む体制を構築する。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項

イ)監査役の職務を補助すべき使用人に関しては、監査役から求められた場合は、監査役補助
者を設置するものとする。

ロ)監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲され
たものとし、それ以外の者の指揮命令は受けないものとする。

⑦　当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人が当社の監査役に報告
をするための体制及び報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制

イ)当社の取締役及び使用人は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実
を発見した場合には、監査役に対して当該事実に関する事項を速やかに報告しなければな
らない。
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ロ)当社の取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合に
は、速やかに報告を行わなければならない。

ハ)当社の取締役及び使用人は、当該報告を監査役に行ったことによって、社内で不利益な取
扱いを受けないものとする。

ニ)子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は当社の監査役
会の定めるところに従い、前イ、ロと同様に、当社の監査役に報告を行うものとする。前
ハについても同様とする。

⑧　監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社の監査役がその職務の執行につき、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、
当社は、請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除
き、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ)監査役は、代表取締役社長と定期的に監査上の重要事項について意見及び情報の交換を行

う。
ロ)監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。
ハ)監査役は外部監査人、内部監査室と密接な連携を保ちながら、情報、意見交換を行うとと

もに、必要に応じて報告を求める。
ニ）監査体制の実効性を高めるため、当社の常勤監査役と子会社の監査役は、定期的に監査上

の重要事項について意見及び情報の交換を行う。

⑩　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　当社及び当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは
断固として対決する旨の規定を「企業行動基準」に明文化し、ホームページにおいて公表する
とともに、当社において「反社会的勢力排除に関する規程」を制定し、反社会的勢力との一切
の関係・取引をしない、また利用しないことを徹底するための組織体制について規定し、もっ
て会社運営の適正および経営意思決定過程の適性並びに役職員の生命、身体の安全を確保する
ことを目的としております。
　反社会的勢力排除を組織として推進するため、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、
マニュアルに沿った業務活動を行うとともに、社内での教育、指導にも努めております。
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当該体制の運用状況の概要
①コンプライアンスに対する取り組み

　当社はコンプライアンス規程を制定するとともに、法務コンプライアンス担当を配置し、当
社役員及び使用人に対して法令遵守の意識を高める企業コンプライアンス研修等の各種セミナ
ーを開催する等、コンプライアンスに対する意識向上を図っております。
　また、当社役員及び使用人に対して、情報セキュリティ、個人情報保護に関する教育及び研
修を実施し、コンプライアンスに対する意識向上に向けた取り組みを行っております。

②職務執行が効率的に行われることに対する取り組み
　当社は、取締役会規程、職務権限規程に基づき、取締役会承認事項、稟議承認事項の各種区
分に分けて、承認基準と意思決定を明確化しております。稟議承認事項についてはその重要性
により、稟議決裁、事業部長決裁、部署長決裁、課長決裁と分けております。
　また、稟議承認については電子決裁制度を導入し、手続きが効率的かつ迅速に行われるよう
努めております。

③監査役の監査が実効的に行われることに対する取り組み
　監査役は監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役及び幹部社員から懸案事項及び
事業のリスクについてヒアリングを行う他、社長と年４回の意見交換を行っております。

④財務報告及び情報開示に係る内部統制に対する取り組み
　当社では内部統制プロジェクトを立ち上げ、策定した監査計画に基づき、内部統制の有効性
の評価を実施しております。
　また、年１回、業務プロセスのリスクやコントロールの見直しを行い、社内運用ルール及び
社内システムの改善につなげることにより、内部統制システムの質的向上を図っております。
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⑹　会社の支配に関する基本方針
　当社は、会社の財政及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、
特に定めておりません。

⑺　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置づけ、安定配当の
継続を基本方針としております。
　内部留保につきましては、業務の一層の効率化を図るための設備投資、優秀な人材の確保・育
成等社内体制の充実など経営基盤の強化に充当し、業容の拡大に取り組み、企業価値の増大を通
じ、株主の皆様への利益還元を充実させることを基本とする方針であります。
　このような方針のもと、当事業年度におきましては、期末配当金につきましても、１株当たり
13円とさせていただきます。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

4,003,020
2,341,434
1,361,688

40,539
148,904
15,540

129
95,830

△1,047
1,353,256

284,406
126,613
107,273
11,828
38,690

395,030
385,867

1,517
7,644

673,820
76,425

967
348,904
247,522

流 動 負 債 1,185,000
買 掛 金 41,528
リ ー ス 債 務 5,367
未 払 金 505,044
未 払 法 人 税 等 78,634
賞 与 引 当 金 172,699
受 注 損 失 引 当 金 80,593
役 員 株 式 報 酬 引 当 金 1,190
そ の 他 299,942

固 定 負 債 506,635
リ ー ス 債 務 9,369
繰 延 税 金 負 債 2,551
役 員 株 式 報 酬 引 当 金 4,762
退 職 給 付 に 係 る 負 債 450,800
資 産 除 去 債 務 3,059
そ の 他 36,092

負 債 合 計 1,691,635
純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,630,075
資 本 金 333,906
資 本 剰 余 金 293,182
利 益 剰 余 金 3,261,064
自 己 株 式 △258,077

その他の包括利益累計額 34,565
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 12,235
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 22,330

純 資 産 合 計 3,664,641
資 産 合 計 5,356,277 負 債 純 資 産 合 計 5,356,277
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連 結 損 益 計 算 書

（ 2020年 4 月 1日から
2021年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 7,967,839
売 上 原 価 6,336,336

売 上 総 利 益 1,631,502
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,419,052

営 業 利 益 212,449
営 業 外 収 益 28,999

受 取 利 息 21
受 取 配 当 金 2,340
助 成 金 収 入 25,673
そ の 他 964
経 常 利 益 241,449

特 別 利 益 0
固 定 資 産 売 却 益 0

特 別 損 失 1,000
固 定 資 産 除 却 損 0
減 損 損 失 999

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 240,450
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 81,469
法 人 税 等 調 整 額 △8,654
当 期 純 利 益 167,635
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 167,635
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連結株主資本等変動計算書

（ 2020年 4 月 1日から
2021年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 333,906 293,182 3,137,691 △258,077 3,506,702

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △44,262 △44,262

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 167,635 167,635

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 123,373 － 123,373

当 期 末 残 高 333,906 293,182 3,261,064 △258,077 3,630,075

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計その他有価証

券評価差額金
退職給付に係
る調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当 期 首 残 高 △3,417 25,108 21,690 3,528,393

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △44,262

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 167,635

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の当期
変 動 額 ( 純 額 ） 15,652 △2,777 12,874 12,874

当 期 変 動 額 合 計 15,652 △2,777 12,874 136,247

当 期 末 残 高 12,235 22,330 34,565 3,664,641
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貸　借　対　照　表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
差 入 保 証 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

3,050,423
1,755,123

42,763
987,856
26,134

140,671
15,529
44,049
27,000
11,604
△309

1,861,220
200,481

84,246
4

11,689
102,848

1,692
0

7,962
891

7,071
1,652,776

44,553
982,956
114,750
84,356
65,940

354,410
5,810

流 動 負 債 802,727
買 掛 金 23,107
リ ー ス 債 務 2,978
未 払 金 294,449
未 払 費 用 25,222
未 払 法 人 税 等 42,865
未 払 消 費 税 等 108,400
賞 与 引 当 金 172,699
受 注 損 失 引 当 金 80,593
役 員 株 式 報 酬 引 当 金 1,190
そ の 他 51,220

固 定 負 債 517,567
リ ー ス 債 務 609
役 員 株 式 報 酬 引 当 金 4,762
退 職 給 付 引 当 金 482,986
そ の 他 29,210

負 債 合 計 1,320,295
純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,579,438
資 本 金 333,906
資 本 剰 余 金 293,182

資 本 準 備 金 293,182
利 益 剰 余 金 3,210,427

利 益 準 備 金 25,743
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,184,684

別 途 積 立 金 1,916,671
繰 越 利 益 剰 余 金 1,268,012

自 己 株 式 △258,077
評 価 ・ 換 算 差 額 等 11,909

その他有価証券評価差額金 11,909
純 資 産 合 計 3,591,348

資 産 合 計 4,911,643 負 債 純 資 産 合 計 4,911,643
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損　益　計　算　書

（ 2020年 4 月 1日から
2021年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 5,589,084
売 上 原 価 4,450,171

売 上 総 利 益 1,138,913
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 986,965

営 業 利 益 151,947
営 業 外 収 益 4,205

受 取 利 息 938
受 取 配 当 金 2,340
そ の 他 926
経 常 利 益 156,153

特 別 利 益 0
固 定 資 産 売 却 益 0

特 別 損 失 999
固 定 資 産 除 却 損 0
減 損 損 失 999

税 引 前 当 期 純 利 益 155,154
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 28,328
法 人 税 等 調 整 額 △7,164
当 期 純 利 益 133,989
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株主資本等変動計算書

（ 2020年 4 月 1日から
2021年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 333,906 293,182 293,182 25,743 1,916,671 1,178,285 3,120,700 △258,077 3,489,711
当 期 変 動 額

剰余金の配当 △44,262 △44,262 △44,262
当 期 純 利 益 133,989 133,989 133,989
自己株式の取得
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － － 89,726 89,726 － 89,726
当 期 末 残 高 333,906 293,182 293,182 25,743 1,916,671 1,268,012 3,210,427 △258,077 3,579,438

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 3,977 3,977 3,493,688
当 期 変 動 額

剰余金の配当 △44,262
当 期 純 利 益 133,989
自己株式の取得
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

7,932 7,932 7,932

当期変動額合計 7,932 7,932 97,659
当 期 末 残 高 11,909 11,909 3,591,348
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月18日
システムズ・デザイン株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長 﨑 　 康 行 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 原 　 崇 二 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、システムズ・デザイン株式会社の2020年４
月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、システムズ・デザイン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月18日
システムズ・デザイン株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 長 﨑 　 康 行 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 原 　 崇 二 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、システムズ・デザイン株式会社の2020
年４月１日から2021年３月31日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によっ
て行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以上

－ 39 －



監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第55期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に
報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月18日
システムズ・デザイン株式会社 監査役会

常勤監査役 鈴　木　 克　明 ㊞
社外監査役 深　澤　 公　人 ㊞
社外監査役 大久保　 映　貴 ㊞

以　上
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